
 ■☎  ■ FAX   特に記載のないものは、市外局番「06」です。

問合せ：城東区選挙管理委員会事務局（〒536-8510 中央3-5-45）   ■☎ 6930-9626   ■ FAX   050-3535-8684
不在者投票について：  ■☎ 6930-9895   ■ FAX   050-3535-8688
または、行政委員会事務局選挙部選挙課    ■☎ 6208-8511   ■ FAX   6204-0900

参議院議員通常選挙は、今後の日本の進路を決める重要な選択の機会です。
世帯ごとにまとめて封書で投票案内状を送付しますので、

ご自身の投票案内状を投票所へお持ちください。

参議院議員通常選挙のお知らせ
日程等は後日送付する投票案内状等でご確認ください！

期間／公示日の翌日から投票日の３日前（木曜日）まで        時間／8：30～20：00
期間／投票日の２日前（金曜日）と投票日の前日（土曜日）時間／8：30～21：00

混雑緩和のために期日前投票を積極的に利用してね
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期日前投票・不在者投票

点字投票・代理投票

当日投票に行けない方は期日前投票・不在者投票をしましょう！

有権者の皆さん、必ず  投票 しましょう!

今年の夏に
行われます

投票案内状がなくても投票できるよ
投票案内状

●投票日に仕事やレジャーなど
の予定がある方は、選挙人名
簿登録地の区役所などで期
日前投票ができます。期日前
投票宣誓書は投票案内状の
裏面に印刷していますので、事
前に記入してお越しください。
なお、期日前投票宣誓書は、期
日前投票所にも置いています。

●視覚に障がいのある方は、点字で投票することができます。
●ご自身で投票用紙への記入が困難な場合は、代理投票がで
きます。受付の係員にお気軽にお申し出ください。

●出張などの都合により選
挙人名簿登録地で期日
前投票ができない方は、
滞在先の選挙管理委員
会で、不在者投票ができ
ますので、選挙人名簿登
録地の選挙管理委員会に
お問い合わせください。

●不在者投票の施設として指
定された病院などの施設に入
院・入所している方は、その
施設で不在者投票ができます。
●身体に一定の重度障がいがあ
る方は、送付などによる不在者
投票ができますので、あらかじ
め郵便等投票証明書の交付を
受けてください。

候補者の氏名や政見などが記
載された選挙公報は、投票日２
日前までに、市内全世帯に戸
別配布します。また、公示日２日
後頃から大阪府選挙管理委員
会のホームページに掲載され
る予定です。

期日前投票 不在者投票

障がいのある方も安心して投票所へお越しください

7月の区役所
日曜開庁日の
お知らせ

窓口サービス課(住民情報・保険年金)の日曜開庁日は7月27日(日) 9：00～17：30です。一部取り扱えない業務がありますので、
詳しくはお問い合わせください。なお、選挙が執行される場合等、閉庁することがあります。窓口サービス課（住民情報・保険年金）
の窓口のお呼び出し状況や待ち人数は、区ホームページで確認できます。 問合せ：■☎ 6930-9986  ■FAX  050-3535-8684

相談
気軽に相談してください

●すべて   　　　　 です。
●基本的な感染対策へのご協力をお願いします。 
●発熱や咳などの症状のある方は、相談をお控えください。

市民対象

城東区役所での専門相談 申込要
無　料

と　き：7月15日（火） 13：30～17：00（相談時間：30分以内)
ところ：区役所3階 法律相談室
内　容：就労に関する助言や情報の提供
定　員・申込み：13：30～16：00（受付は15：30まで）

　　　5名（当日先着順）
16：00～17：00（受付は11：00まで）
電話またはファックスにて問合せ先へ
　　　2名（先着順）

問合せ：地域就労支援センター
0120-939-783   ■FAX 6567-6891

就労相談 無　料

申込要

申込不要

と　き ： 7月22日（火） 13：00～16：00(受付は15：00まで)
ところ ： 区役所3階 法律相談室
内　容 ： 国の行政活動全般に関する苦情や相談(当日先着順)
 問合せ：総務課(総合企画)■☎ 6930-9683 ■FAX 050-3535-8684

行政相談 申込不要 無　料

弁護士
による相談

と　き ： 7月9日(水)、16日(水)、23日(水)
 13：00～17：00(相談時間：30分以内)

内　容 ： 土地・建物、金銭貸借、相続・遺言、離婚・
親権などの相談

定　員 ： 各24名、16日のみ16名(先着順)
申込み ： AI電話で24時間受付

相談日1週間前（閉庁日の場合はその前開
庁日）の12：00から相談日当日10：00まで

予約専用電話 ■☎ 050-1808-6070(AI電話)

と　き ： 9：00～17：30(土日祝・年末年始除く)
ところ ： 市役所4階 市民局人権企画課(北区中之島1-3-20)
問合せ ： 市民局人権企画課 

■☎ 6208-7489  ■FAX  6202-7073

犯罪被害者等支援の
ための総合相談

申込不要
無　料

と　き：9：00～17：30（土日祝・年末年始除く）
ところ：区役所3階■35 番窓口
※本市職員による対応となりますので、ご相談の内容によって
は専門窓口をご紹介させていただくことがあります。
問合せ：市民協働課（市民活動支援）

■☎ 6930-9093  ■FAX  050-3535-8685

人権相談 無　料申込不要

予約専用電話 ■☎ 06-6930-9097
※受付時間は下記をご覧ください。
　申込み時に電話が混み合いつながりにくい場合があります。

司法書士
による相談

と　き ： 7月2日(水)、8月6日(水)
13：00～17：00(相談時間：40分以内)

内　容 ： 不動産登記、相続、成年後見などの相談
定　員 ： 各18名(先着順)
申込み ： 相談日前日（閉庁日の場合はその前開

庁日）12：30より電話受付

社会保険
労務士
による相談

と　き ： 7月3日(木)、8月7日(木)
13：00～16：00(相談時間：45分以内)

内　容 ： 年金や労働問題、職場でのトラブルなどの相談
定　員 ： 各4名(先着順)
申込み ： 相談日当日9：00より電話受付

宅地建物
取引士
による相談

と　き ： 7月11日(金)、8月8日(金)
13：00～16：00(相談時間：30分以内)

内　容 ： 住宅購入の契約や手付金、賃貸マンションの申
込みや契約など、不動産に関する一般的な相談

定　員 ： 各6名(先着順)
申込み ： 相談日当日9：00より電話受付

ところ：区役所3階 法律相談室　
問合せ：総務課(総合企画) 

■☎ 6930-9683 ■FAX 050-3535-8684

(注)7月は行政書士による相談を実施しません。
       次回は8月12日(火)です。

と　き：月２回 第２・４月曜日 10：00～12：00
ところ：大阪市シルバー人材センター本部（関目3-1-14）
内　容：生活に関するお困りごとについての相談
問合せ：区役所１階■19 番窓口 生活自立支援相談窓口（ウィズゆうゆう）

■☎ 6936-1181　　withyuyu1181＠arrow.ocn.ne.jp

くらしなんでも出張相談 無　料申込不要

問合せ：総務課（総合企画） ■☎ 6930-9683  ■FAX  050-3535-8684 市政・区政に対する
ご意見・ご要望

政策企画室 市民の声       検 索 ➡

選挙公報について

●各投票所に車いす用の投票記載台や段差解消のためのスロー
プなどを設置しています。
●投票の際に手話通訳が必要な方は、事前に城東区選挙管理委
員会事務局へ住所・氏名・ファックス番号(電話番号)を書いて、
送付またはファックスでお申し込みください。

城東区マスコットキャラクター
「コスモちゃん」

と　き ： 7月23日(水) 18：30～20：30
ところ ： 天王寺区民センター（天王寺区生玉寺町7-57）
定　員 ： 32組(先着順)
申込み ： ７月22日（火） 17：00まで　　　　　　

大阪市行政オンラインシステムにて受付
　　　　※定員に満たない場合、当日18：00

時点の来場者で抽選。抽選後に空き
枠がある場合は、先着順に受け付け
ます（各枠の相談開始10分前まで）

と　き ：  7月2日（水）、16日（水）、8月6日（水）
　　　　  13：00～16：00
ところ ： 大阪国際交流センター内インフォメーシ

ョンセンター（天王寺区上本町8-2-6）
定　員 ： 各4組（先着順）
申込み方法など、詳しくは
市ホームページをご覧ください

市民法律相談 無　料申込要

問合せ：大阪市総合コールセンター 
■☎ 4301-7285  ■FAX 6373-3302

と　き ： 7月27日（日） 13：00～17：00　　　　
選挙が執行される場合、閉庁することが
あります。それに伴い、日曜法律相談も
中止することがあります。

ところ ： 鶴見区役所（鶴見区横堤5-4-19）
定　員 ： 16組(先着順)
申込み ： 7月18日（金）12：00～27日（日）10：00

（24時間受付）AI電話による自動案内
予約専用電話 ■☎ 050-1808-6070

弁護士
による
日曜法律
相談

弁護士
による
ナイター
法律相談

外国人
住民
法律相談


